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１. はじめに 

 

１‐１ 目的 

食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）に規定している栄養素等表示基

準値は、厚生労働省策定の「日本人の食事摂取基準（以下「食事摂取基準」と

いう。）（2015 年版）」1に基づき設定している。食事摂取基準に示された栄

養素について、当該食事摂取基準を性及び年齢階級（18 歳以上に限る。）ごと

の人口により加重平均した値であり、食品に関する表示を行う際に用いる基準

値として設定したものである。 

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2020 年版）」策定検討会 2において、

食事摂取基準の改定が検討され、平成 31 年３月 22 日の第６回検討会を経て、

食事摂取基準（2020年版）3が公表された。 

栄養素等表示基準値については、食事摂取基準の改定箇所等を踏まえ、栄養

機能食品の１日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている

栄養成分の量の下限値及び上限値の一部並びに栄養強調表示の基準値の一部の

設定の基礎となっている。 

このため、本事業は、食事摂取基準（2020 年版）の公表を踏まえ、栄養素等

表示基準値等の見直しに関する検討を行うことを目的とした。 

 

１‐２ 検討課題及びスケジュール 

食事摂取基準（2020 年版）等を踏まえた、栄養素等表示基準値、栄養機能食

品の１日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成

分の量の下限値及び上限値並びに栄養強調表示の基準値を試算し、その結果を

基に、検討を行った。 

本事業における検討スケジュールは、以下のとおり。 

 

＜令和元年９月＞ 

業務スケジュールの確認 

委員の選定・委嘱 

事前調査等 

（１）コーデックスガイドライン及び主要国における栄養参照量との比較 

（２）諸外国の栄養機能表示制度等の対象成分の考え方等の整理・精査 

（３）食事摂取基準（2020年版）に基づく栄養素等表示基準値暫定値の設  

   定 

 

 

  

                         
1 日本人の食事摂取基準（2015年版） https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000041824.html 
2「日本人の食事摂取基準（2020年版）」策定検討会 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-

kenkou_539644.html 
3 「「日本人の食事摂取基準」策定検討会」の報告書を取りまとめました

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08415.html 
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＜令和元年 11月１日＞ 

第１回検討委員会 

（１）本事業の背景と目的について 

（２）栄養素等表示基準値の改定に係る検討について 

（３）その他 

 

 

＜令和元年 12月 10日＞ 

第２回検討委員会 

（１）栄養素等表示基準値の改定に係る検討について 

（２）その他 

 

 

＜令和２年３月 13日＞ 

報告書取りまとめ・納品 

 

 

１‐３ 検討体制 

検討に当たっては、国内外の栄養や科学的根拠の精査に関して詳しい学識経

験者５名（コーデックス委員会栄養・特殊用途食品部会への出席経験を有する

者を含む。）からなる検討委員会を設置し、検討を行った。 

 

検討委員会 委員一覧 

氏名（50音順、敬称略） 所属（令和元年 11月１日時点） 

池田 由美子 東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課 

石見 佳子 東京農業大学 総合研究所 教授 

○ 佐々木 敏 東京大学大学院医学系研究科 教授 

  千葉 剛 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

国立健康・栄養研究所 食品保健機能研究部 部長 

森田 満樹 消費生活コンサルタント 

○印：検討リーダー 
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２. 栄養素等表示基準値の改定に係る検討 

 

２‐１ 検討の背景 

 

２‐１‐１ 栄養素等表示基準値の改定経緯 

 栄養素等表示基準値の役割 

栄養素等表示基準値は、食品表示基準について（平成 27 年３月 30 日消食表

第 139 号）において、「栄養素等表示基準値とは、表示を目的として、食事摂

取基準の基準値を日本人の人口に基づき加重平均したものであり、必ずしも個

人が目指すべき１日当たりの栄養素等摂取量を示すものではない。」と記され

ている。 

さらに、前述のとおり、栄養機能食品の１日当たりの摂取目安量に含まれる

機能に関する表示を行っている栄養成分の量の下限値及び上限値の一部並びに

栄養強調表示の基準値の一部は、栄養素等表示基準値に基づいて設定している。 

栄養素等表示基準値の設定の基礎となる食事摂取基準の検討においては、

「限られた資源を有効に活用し、国民により信頼される行政を展開するために、

栄養政策に関しても EBPM の視点を一層深めていくことが重要。」4とされてい

る。このため、栄養素等表示基準値においても、根拠に基づき設定することが

不可欠である。本事業における栄養素等表示基準値の改定に当たっては、この

ような考え方を踏まえて検討を行った。 

 

 これまでの改定経緯 

栄養素等表示基準値は、食事摂取基準（2005年版）が策定された平成 16

（2004）年度に初めて設定し、その後、５年ごとに改定を検討している。 

これまでの改定経緯を表２‐１‐１に示す。 

  

                         
4 第１回「日本人の食事摂取基準（2020年版）」策定検討会 資料４「我が国の栄養政策を取り巻く社会

情勢について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204287.html  
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表２‐１‐１ 栄養素等表示基準値の改定経緯 

検討年次 改定に使用

した 

食事摂取 

基準 

使用期間 改定経緯 

平成16

（2004）年度 

2005年版 平成17年度～21年

度の５年間 

栄養所要量から食事摂取基準と改められた

基準値に基づく栄養素等表示基準値の設定 

平成21

（2009）年度 

2010年版 平成22年度～26年

度の５年間 

（改定なし） 

食事摂取基準（2010年版）を踏まえ、専門家

を交えて数値の改定について検討された

が、改定の必要性は低いと判断 

平成26

（2014）年度 

2015年版 平成27年度～31年

度の５年間 

食事摂取基準（2015年版）では、その策定目

的として、生活習慣病の発症予防と共に重

症化予防が加えられる等、従来版の策定方

針から大きく見直されている点もあったこと

から、栄養素等表示基準値の見直しを実施 

令和元

（2019）年度 

2020年版 令和２年度～６年

度の５年間 

（本事業における検討事項） 

食事摂取基準（2020年版）に基づき、栄養素

等表示基準値の改定の検討並びに栄養機

能食品の１日当たりの摂取目安量に含まれ

る機能に関する表示を行っている栄養成分

の量の下限値及び上限値の一部並びに栄

養強調表示の基準値の一部の改定の検討 

 

表２‐１‐１に示すとおり、食事摂取基準の改定を踏まえて、検討を行って

いるが、毎回、栄養素等表示基準値を見直しているのではなく、平成 21（2009）

年度は、改定を見送っている。 

 

 栄養素等表示基準値が参照する食事摂取基準の位置付け 

食事摂取基準（2005年版）は、「第６次改定日本人の栄養所要量」（使用期

間：平成 12年度～16年度）を受けて、「健康な個人又は集団を対象として、

国民の健康の維持・増進、エネルギー・栄養素欠乏症の予防、生活習慣病の予

防、過剰摂取による健康障害の予防を目的とし、エネルギー及び各栄養素の摂

取量の基準を示すもの」として策定された 5。それまでの栄養所要量は、栄養

素欠乏症の予防を主眼として位置付けられていたが、食事摂取基準では、生活

習慣病予防や過剰摂取による健康障害の予防にも焦点が当てられた。 

食事摂取基準（2015年版）では、その策定目的として、生活習慣病の発症予

防と共に重症化予防が加えられている等、従来版の策定方針から大きく見直さ

れている点もあったことから、これらを踏まえて栄養素等表示基準値の見直し

が行われた。 

                         
5 日本人の食事摂取基準について https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/11/h1122-2.html 



 

－ 5 － 

本事業では、食事摂取基準（2020年版）に基づき、栄養素等表示基準値の改

定の検討並びに栄養機能食品の１日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関す

る表示を行っている栄養成分の量の下限値及び上限値の一部並びに栄養強調表

示の基準値の一部の改定の検討を行った。  
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２‐２ 現行制度の概要 

 

２‐２‐１ 栄養素等表示基準値 

平成 26（2014）年度の検討を経て改定された現行の栄養素等表示基準値を表

２‐２‐１に示す。 

 
表２‐２‐１ 現行の栄養素等表示基準値※１ 

栄養成分及び

熱量 単位 値 算出の指標 栄養成分及び

熱量 単位 値 算出の指標 

たんぱく質 g 81 平均摂取量 モリブデン μg 25 RDA 

脂質 g 62 平均摂取量 ヨウ素 μg 130 RDA 

飽和脂肪酸 g 16 平均摂取量 リン mg 900 AI 

n-３系脂肪酸 g 2.0 AI ナイアシン mg 13 RDA 

n-６系脂肪酸 g 9.0 AI パントテン酸 mg 4.8 AI 

炭水化物 g 320 DG（57.5%E 
※２） ビオチン μg 50 AI 

食物繊維 g 19 DG ビタミンＡ μg 770 RDA 

亜鉛 mg 8.8 RDA ビタミンＢ１ mg 1.2 RDA 

カリウム mg 2,800 DG ビタミンＢ２ mg 1.4 RDA 

カルシウム mg 680 RDA ビタミンＢ６ mg 1.3 RDA 

クロム μg 10 AI ビタミンＢ12 μg 2.4 RDA 

セレン μg 28 RDA ビタミンＣ mg 100 RDA 

鉄 mg 6.8 RDA ビタミンＤ μg 5.5 AI 

銅 mg 0.9 RDA ビタミンＥ mg 6.3 AI 

ナトリウム mg 2,900 DG ビタミンＫ μg 150 AI 

マグネシウム mg 320 RDA 葉酸 μg 240 RDA 

マンガン mg 3.8 AI 熱量 kcal 2,200 EER 
EER：推定エネルギー必要量（estimated energy requirement） 
RDA：推奨量（recommended dietary allowance） 
DG：目標量（tentative dietary goal for preventing life-style related diseases） 
AI：目安量（adequate intake） 
※１ 単位は「１日当たり」 
※２ エネルギー比率（％エネルギー） 
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２‐３ 諸外国の動向 

我が国の栄養素等表示基準値に相当するものとして、コーデックス及び諸外

国における栄養参照量を整理することとした。整理に当たっては、「栄養表示

のための栄養参照量の国際比較」6、「食事摂取基準と栄養素等表示基準値」7、

「Codex nutrient reference values」8等を参照した。 

 
 
 
 

  

                         
6 「栄養表示のための栄養参照量の国際比較」石見佳子,笠岡（坪山）宜代.栄養学雑誌 75(1)39-46,2017. 
7 「食事摂取基準と栄養素等表示基準値」石見佳子.日本栄養・食糧学会誌 69(4)145-150,2016. 
8 「Codex nutrient reference values」http://www.fao.org/3/ca6969en/CA6969EN.pdf   
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２‐３‐１ コーデックスにおける検討の状況 

コーデックスにおける栄養参照量（NRVs）関連の検討状況は、以下のとおり。 

 

 栄養参照量の設定 

1985 年、コーデックス委員会において、ビタミン、ミネラルに関する栄養参

照量（NRVs）が設定された。コーデックスの栄養表示ガイドライン（CXG2-

1985）では、「必要量に基づく栄養参照量（以下「NRVs-R」という。）」と

「非感染性疾患のリスク低減のための栄養参照量（以下「NRVs-NCD」とい

う。）」の２つの栄養参照量が定義されている。NRVs-R は、不足の回避を目的

として設定されており、ビタミン、ミネラル及びたんぱく質において設定され

ている。NRVs-NCD は、名称のとおり非感染性疾患のリスク低減、予防を目的と

して、飽和脂肪酸、ナトリウム及びカリウムについて定められている。 

 

 栄養参照量の見直し 

栄養表示ガイドライン（CXG2-1985）は、1985 年に採択された後、1993 年に

見直しがなされた。その後、第 25 回栄養・特殊用途食品部会（以下「部会」

という。）（2003 年）から再び見直しの議論が開始され、第 38 回部会（2016

年）に完了した。この最新の見直しにおいて、一般原則の確立（2010 年）、既

存 NRVs の更新及び新規の NRVs の策定がなされた。具体的には、改定３件（ビ

タミンＣ、亜鉛、マグネシウム）、拡張２件（ビタミンＤ、鉄）、新規策定６

件（ビタミンＥ、セレン、リン、銅、モリブデン、マンガン）及び策定見送り

が３件（クロム、フッ素、塩素）であった。 

 

 その他、栄養参照量に係る検討等 

① 年長乳児及び年少幼児の栄養参照量 

第 37回部会（2015年）において、年長乳児（６-12か月）及び年少幼児

（12-36か月）の栄養参照量に関する議論が提案され、引き続き議論が行わ

れている。 

 

② EPA 及び DHA の非感染性疾患のリスクに関連する栄養参照量 

第 36 回部会（2014 年）において、コーデックスの栄養表示ガイドライン

（CXG2-1985）の NRVs-NCD に、EPA 及び DHA を追加することが新規作業とし

て提案された。第 37 回部会（2015 年）では、EPA 及び DHA の NRVs-NCD を達

成すべき１日当たりの摂取量として 250mg とすることが提案され、検討が続

けられた。第 40 回部会（2018 年）において、EPA 及び DHA の摂取量を 250

㎎とするようなエビデンスはないとして、検討作業を中止することが合意さ

れ第 42 回コーデックス総会（2019 年）において、作業の中止が承認された。 
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２‐３‐２ 各種栄養素の国際比較 

各種栄養素の国際比較として、「栄養素等のための栄養参照量の国際比較」

でまとめられている表を表２‐３‐１に示すとともに、いくつかの栄養素に係

る補足説明を加えた。 

 

 たんぱく質 

食事摂取基準（2015 年版）に基づくたんぱく質の栄養素等表示基準値は、

81g である。一方、コーデックスでは 50g、米国や EU も 50g となっている。こ

れは、諸外国では推奨量（RDA）を基に設定されているのに対し、我が国の栄

養素等表示基準値は、目標量（DG）であるエネルギー産生栄養素バランス（13

～20％エネルギー）に基づき、算出されているためである。 

 

 n-３系脂肪酸 

食事摂取基準（2015 年版）に基づく n-３系脂肪酸の栄養素等表示基準値は、

2.0ｇである。しかし、コーデックスの栄養参照量では n-３系脂肪酸は設定さ

れておらず、諸外国でも設定されている例は少ない。 

 

 カリウム 

食事摂取基準（2015 年版）に基づくカリウムの栄養素等表示基準値は、

2,800 ㎎である。一方、コーデックスでは、NRVs-NCD として設定しており、

WHOガイドライン値である 3,500㎎を採用している。 

我が国の栄養素等表示基準値は、食事摂取基準の目標量（DG）に基づいてお

り、WHO ガイドラインの値である 3,510 ㎎/日を目標としている。しかし、実際

の摂取量はかなり少ないことから、日本人（18 歳以上）のカリウム摂取量の中

央値と WHOガイドライン値の中間値を基に目標量を設定している。 

 

 カルシウム 

食事摂取基準（2015 年版）に基づくカルシウムの栄養素等表示基準値は、

680 ㎎である。一方、コーデックスでは、1,000 ㎎となっている。これは、日

本人の体格や食習慣の違いが反映されているものと考えられている。 

 

 鉄 

食事摂取基準（2015 年版）に基づく鉄の栄養素等表示基準値は、6.8 ㎎であ

る。一方、コーデックスでは、14 ㎎（吸収率 15％）、22 ㎎（吸収率 10％）と

なっている。また、米国やカナダは 18 ㎎、EU は 14 ㎎等となっている。これは、

我が国においては「男性と月経なしの女性の値を基に策定された」一方、諸外

国では「月経ありの女性を含めた男女の値を採用していた」ため、差が生じて

いる。 

 

 ナトリウム 

食事摂取基準（2015 年版）に基づくナトリウムの栄養素等表示基準値は、

2,900 ㎎である。一方、コーデックスでは、NRVs-NCD として 2,000 ㎎と設定さ
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れており、多くの国では WHO ガイドライン 9の推奨値である 2,000 ㎎に準拠し

ている。しかし、我が国のナトリウムの「平成 28 年国民健康・栄養調査 10」に

よる平均的な摂取量は 4,569 ㎎（2,200kcal 換算値）に達しており、諸外国に

比べて多い。そのため、栄養素等表示基準値は、日本人（18 歳以上）のナトリ

ウム摂取量と WHO の推奨量の中央値との中間値をとっているが、過剰摂取の回

避が課題となっている。 

なお、食事摂取基準（2020 年版）では、ナトリウムの目標量（DG）が 7.5g/

日とされ、食事摂取基準（2015 年版）の 8.0g/日から引き下げられた。7.5g/

日を用いてナトリウムの栄養素等表示基準値の暫定値を算出すると、2,749mg/

日、食塩相当量では 7.0g/日となる（現行の値はナトリウム 2,900 ㎎/日、食塩

相当量で 7.0g/日）。 

 

 ビタミンＤ 

食事摂取基準（2015 年版）に基づくビタミンＤの栄養素等表示基準値は、

5.5μg である。一方、コーデックスでは、５～15μg と幅のある設定となって

おり、「国・地方の日照時間や関連要因を考慮して決定すべき」との注釈が付

記されている。これは、ビタミンＤが日光照射によって皮膚において産生され

ること、紫外線の照射は緯度や季節による影響を大きく受けること、等による。

米国は 20μgであるが、中国や韓国は５μgと、諸外国間でも差がある。 

なお、後述のとおり、食事摂取基準（2020 年版）では、ビタミンＤの目安量

（AI）が 8.5μg/日とされ、食事摂取基準（2015 年版）の 5.5μg/日から大き

く引き上げられた。 
  

                         
9 WHO.Guideline:Sodium intake for adults and children.Geneva,World Health Organization,2012. 
10 国民健康・栄養調査 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html  
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２‐４ 検討委員会での議論 

 

２‐４‐１ 栄養素等表示基準値の策定方針 

改定検討に当たり、栄養素等表示基準値の策定方針は、食事摂取基準（2015

年版）に基づいて検討された策定方針に準拠することとした。具体的な方法は

以下のとおり。 

 
表２‐４‐１ 食事摂取基準（2015 年版）に基づき検討された策定方針 

項目 方針 

データソース  摂取量の基準は、引き続き「食事摂取基準」を用いる 

 参照人口は、国勢調査と人口推計（直近年次の 10 月１日）を比較して

より最新のものを用いる 

対象年齢  算出及び適用対象は、18 歳以上の男女とする 

 表示の際、対象年齢（18 歳以上を基準にしている旨）及び基準熱量を

記載する 

算出の指標  算出指標は、原則として、目標量（DG）又は推奨量（RDA）とする（熱量

は推定エネルギー必要量（EER）） 

 DG 及び RDA 双方が定められている場合は、DG を優先する 

 DG 及び RDA が定められていない場合は、目安量（AI）を用いて算出す

る 

過剰摂取リス

クの確認方法 

 「推奨量（RDA）による栄養素等表示基準値の 100％値」＋「国民健康・

栄養調査の 99 パーセンタイル値」の和が耐容上限量（UL）を超過して

いないことを確認する 

 UL を超過した場合は、超過の要因の検証及び他の検証方法を検討す

る 

妊婦・授乳婦

の取扱い 

 算出時：妊婦、授乳婦のデータを除外することは困難であることから、対

象に含める 

 活用時：妊婦、授乳婦は DG ベースの栄養素等表示基準値のみ活用で

きるものとする 

値の丸め処理

方法 

 栄養素等表示基準値の数値の丸め処理に当たっては、有効数字の桁

数の設定は食事摂取基準に準ずる 

 

 データソース 

① 食事摂取基準 

摂取量の基準は、本事業における検討においても引き続き食事摂取基準を

用いることとし、最新データである食事摂取基準（2020年版）を用いること

とした。 

なお、検討委員会開催時点では、平成 31年３月 22日に公表された「日本

人の食事摂取基準」策定検討会報告書（案）を参照し、検討を行った。その

後、公表された食事摂取基準（2020年版）の内容と照合し、数値に変更がな

いことを確認した。 
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② 人口推計値 

参照人口については、本事業における検討においても引き続き国勢調査及び

人口推計（直近年次の 10 月１日）を比較してより最新のものを用いることと

し、最新データである人口推計（総務省統計局、2018 年 10 月１日現在）を用

いることとした。年齢区分別の人口推計値を表２‐４‐２に示す。 

 
表２‐４‐２ 年齢区分別人口推計値    （単位 千人） 

性別 男性 女性 

年齢 2013 年 2018 年 2013 年 2018 年 

０～５（月） 

534 483 508 459 ６～８（月） 

９～11（月） 

１～２（歳） 1,082 1,007 1,027 956 

３～５（歳） 1,617 1,506 1,543 1,441 

６～７（歳） 1,090 1,056 1,040 1,007 

８～９（歳） 1,104 1,082 1,054 1,028 

10～11（歳） 1,162 1,103 1,106 1,050 

12～14（歳） 1,805 1,656 1,717 1,581 

15～17（歳） 1,831 1,773 1,746 1,685 

18～29（歳） 7,954 7,718 7,591 7,284 

30～49（歳） 17,575 16,924 17,180 16,463 

50～64（歳）  12,450 11,766 12,680 11,836 

65～74（歳） 7,720 8,400 8,577 9,202 

75 以上（歳） 5,982 7,055 9,621 10,919 

計 61,906 61,529 65,390 64,911 

 

 対象年齢 

対象年齢については、食事摂取基準（2015年版）に基づく改定検討時の策定

方針に基づき、 算出及び適用対象は、18歳以上の男女とすることとした。 

 

 算出の指標 

算出に用いる指標についても、食事摂取基準（2015 年版）に基づく改定検討

時の策定方針に基づき、原則として、目標量（DG）又は推奨量（RDA）とする

こと（熱量は推定エネルギー必要量（EER））、DG 及び RDA 双方が定められて

いる場合は、DG を優先すること、DG 及び RDA が定められていない場合は、目

安量（AI）を用いて算出することとした。 

 

 過剰摂取リスクの確認方法 

過剰摂取リスクの確認方法についても、食事摂取基準（2015 年版）に基づく

改定検討時の策定方針に基づき、「推奨量（RDA）による栄養素等表示基準値

の 100％値」＋「国民健康・栄養調査の 99 パーセンタイル値」の和が UL（耐

容上限量）を超過していないことを確認すること、UL を超過した場合は、超過

の要因の検証及び他の検証方法を検討することとした。 
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 妊婦・授乳婦の取扱い 

妊婦・授乳婦の取扱いについても、食事摂取基準（2015年版）に基づく改定

検討時の策定方針に基づき、算出時は妊婦、授乳婦のデータを除外することは

困難であることから、対象に含めることとした。 

 

 値の丸め処理方法 

値の丸め処理方法についても、食事摂取基準（2015年版）に基づく改定検討

時の策定方針に基づき、栄養素等表示基準値の数値の丸め処理に当たっては、

有効数字の桁数の設定は食事摂取基準に準ずることとした。 

 なお、仮算出した値は、丸め処理を行う前の値となっている。 

 

 

 
  



 

－ 15 － 

２‐４‐２ 算出の方法と結果 

 エネルギー 

エネルギーについては、推定エネルギー必要量（EER）の身体活動レベルⅡ

の値を用いて、18 歳以上での性及び年齢階級ごとに加重平均を算出した。その

結果、2,214kcal/日と算出され、現行値である 2,200kcal/日とほぼ同水準とな

った。 

なお、後述のとおりエネルギーは、栄養素の平均摂取量等を算出する際の基

準としても用いられる。 

 

 

 たんぱく質 

目標量に幅のある栄養素のうち、たんぱく質は、健康増進法施行規則（平成

15 年厚生労働省令第 86 号）において欠乏リスクが示された栄養素である。そ

のため、平成 26 年度の検討では、「食事摂取基準の目標量（DG）の下限値」

と「国民健康・栄養調査による平均的な摂取量」のいずれかのうち、大きい値

を採用することとされた。 

そのため、「食事摂取基準の目標量（DG）の下限値」を、（１）で算出した

2,214kcal/日、目標量（DG）の下限値である 13％エネルギー及びたんぱく質の

エネルギー産生栄養素バランスの換算係数４kcal/g を用いて、以下のとおり算

出した。 

2,214kcal/日 × 13％エネルギー ／ ４kcal/g ＝ 72.0g/日 

 

一方、「国民健康・栄養調査による平均的な摂取量」は、平成 28 年国民健

康・栄養調査から算出した。その結果、18 歳以上の平均摂取量は 68.6g/日と

なった。ただし、同調査における 18 歳以上のエネルギー摂取量の平均値は

1,881kcal/日であることから、2,200kcal/日当たりに換算し、81.3g/日と算出

した。 

「食事摂取基準の目標量（DG）の下限値」72.0g/日と「国民健康・栄養調査

による平均的な摂取量」81.3g/日を比較し、大きい値である平均摂取量 81.3g/

日を暫定値として採用した。 

 

 

 脂質 

目標量に幅のある栄養素のうち、脂質は、健康増進法施行規則において過剰

摂取リスクが示された栄養素である。そのため、平成 26 年度の検討では、

「食事摂取基準の目標量（DG）の上限値」と「国民健康・栄養調査による平均

的な摂取量」のいずれかのうち、小さい値を採用することとされた。 

そのため、「食事摂取基準の目標量（DG）の上限値」を、（１）で算出した

2,214kcal/日、目標量（DG）の上限値である 30％エネルギー及び脂質のエネル

ギー産生栄養素バランスの換算係数９kcal/g を用いて、以下のとおり算出した。 

2,214kcal/日 × 30％エネルギー ／ ９kcal/g ＝ 73.8g/日 

 

一方、平成 28 年国民健康・栄養調査から平均摂取量を算出したところ、
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66.6g/日（2,200kcal/日換算）となった。この平均摂取量が目標量（DG）上限

値 73.8g/日より小さい値となったことから、平均摂取量 66.6g/日を暫定値と

して採用した。 

 

 

 飽和脂肪酸 

目標量に幅のある栄養素のうち、飽和脂肪酸は、健康増進法施行規則におい

て過剰摂取リスクが示された栄養素である。そのため、平成 26 年度の検討で

は、「食事摂取基準の目標量（DG）の上限値」と「国民健康・栄養調査による

平均的な摂取量」のいずれかのうち、小さい値を採用することとされた。 

そのため、「食事摂取基準の目標量（DG）の上限値」を、（１）で算出した

2,214kcal/日、目標量（DG）の上限値である７％エネルギー及び脂質のエネル

ギー産生栄養素バランスの換算係数９kcal/g を用いて、以下のとおり算出した。 

2,214kcal/日 × ７％エネルギー ／ ９kcal/g ＝ 17.2g/日 

 

一方、平成 28 年国民健康・栄養調査から平均摂取量を算出したところ、

17.9g/日（2,200kcal/日換算）となった。この平均摂取量に比べて、目標量

（DG）上限値 17.2g/日がより小さい値となったことから、目標量（DG）上限値

17.2g/日を暫定値として採用した。 

 

 

 炭水化物 

炭水化物については、目標量に幅（50～65％エネルギー）があるものの、平

成 26 年度の検討において、「エネルギー産生栄養素バランスから割合が算出

されており、炭水化物単独でのベクトルを持たせることは困難である」とされ、

「食事摂取基準の目標量（DG）の中央値」を採用することとされた。 

そのため、（１）で算出した 2,214kcal/日、目標量（DG）の中央値である

57.5％エネルギー及び炭水化物のエネルギー産生栄養素バランスの換算係数４

kcal/gを用いて、以下のとおり算出された。 

2,214kcal/日 × 57.5％エネルギー ／ ４kcal/g ＝ 318g/日 

 

なお、平成 28 年国民健康・栄養調査から平均摂取量を算出したところ、

297g/日であり、上の値と大きな差は生じなかった。 
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 その他 

（１）から（５）まで以外の栄養素等表示基準値の算出は、性・年齢調整値

（加重平均）で行った。詳細な計算式は、以下のとおり。 

 

性・年齢調整値（加重平均）＝Ａ／Ｂ 

 

Ａ ＝（男性 18～29 歳の算出指標）×（男性 18～29 歳総人口）＋（男性 30～

49 歳の算出指標）×（男性 30～49 歳総人口）＋・・・・＋（男性 75 歳

以上の算出指標）×（男性 75 歳以上総人口）＋（女性 18～29 歳の算出

指標）×（女性 18～29 歳総人口）＋（女性 30～49 歳の算出指標）×

（女性 30～49 歳総人口）＋・・・・＋（女性 75 歳以上の算出指標）×

（女性 75歳以上総人口） 

Ｂ ＝（男性 18～29 歳総人口）＋・・・・＋（男性 75 歳以上総人口）＋（女

性 18～29歳総人口）＋・・・・＋（女性 75歳以上総人口） 

 

 

上記方法で算出した結果（暫定値）と現行値の比較を表２‐４‐３に示す。 
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２‐４‐３ 検討項目の選定 

栄養機能食品及び栄養強調表示の基準値に用いることがある項目を優先検討

項目とした。 

表２‐４‐３のとおり、栄養素等表示基準値の現行値と暫定値を比較し、ビ

タミンＤは差異が 50％以上であったため、特に優先検討項目とした。 

その他、委員から指摘のあった事項について検討した。 

 

 

２‐４‐４ 食事摂取基準（2020 年版）に基づき算出した暫定値を踏まえた検討 

 ビタミンＤ 

「２‐４‐２ 算出の方法と結果」に記したとおり、食事摂取基準（2020 年

版）及び最新の人口推計値を用いて、ビタミンＤの栄養素等表示基準値の暫定

値を算出した。その結果、8.5μg/日となり、現行の栄養素等表示基準値であ

る 5.5μg/日を大きく上回る試算結果となった。これは、食事摂取基準（2020

年版）において、これまでの 5.5μg/日から 8.5μg/日に改定されたことが影

響している。 

また、食事摂取基準（2020 年版）においては、目安量の算定方法の記述の中

で「この値 11 を一律に適用するのではなく、夏期又は緯度の低い地域における

必要量はより低い可能性を考慮するなど、ビタミンＤの特質を理解した活用が

求められる。」とされている。これは、目安量の算出に当たって、日照による

ビタミンＤの産生が最も低いと考えられる冬季の札幌における値（５μg/日）

を引用していることを踏まえた記述である。同項には「10μg のビタミンＤ産

生に必要な日照量は、600cm2（顔面及び両手の甲の面積に相当）の皮膚であれ

ば、minimal erythemal dose（MED；皮膚に紅斑を起こす最小の紫外線量）の

1/3と算出された」との記述もある。 

また、前述のとおり、コーデックスにおいても、「国・地方の日照時間や関

連要因を考慮して決定すべき」との注釈が付記された上で、５～15μg と幅を

持たせて設定されている。 

食事摂取基準（2020 年版）においては、「ビタミンＤは、摂取量の日間変動

が非常に大きく、かつ、総摂取量の８割近くが１種類の食品群である魚介類に

由来する（平成 28 年国民健康・栄養調査）という特殊な栄養素である」とさ

れている。上述の日照による産生を考慮すると、個人を取り巻く環境や生活習

慣によって変動が大きいことが推察される。 

さらに、国民の栄養機能食品等によるビタミンＤの利用実態等に関する情報

は少なく、栄養素等表示基準値を引き上げることで過剰摂取に関する懸念も生

じる。 

ビタミンＤに関して、検討委員会においては、以下のような指摘があった。 

 

 関係省庁や関連団体と連携し、国民に対して、日光照射の効果等を含

めたビタミンＤに関する適切な情報発信を行うことが先決である。 

                         
11 注：18歳以上の目安量 8.5μg/日を指す。 
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 消費者庁からの情報発信を拡充するだけでなく、地方公共団体に対し

ても周知を図り、消費者や事業者等からの問合せに地方公共団体にお

いても適切に対処できるよう配慮する必要がある。 

 国民のビタミンＤの摂取状況の把握等、どのようなデータでどのよう

な結果が出れば、栄養素等表示基準値の改訂が必要なのか明確化する

必要がある。 

 栄養素等表示基準値を引き上げることで、18歳未満の過剰摂取のリス

クが考えられるため、当該年齢階級における摂取状況の把握が必要で

はないか。 

 

こうした議論を経て、以下のとおり対応することとされた。 

 

 食事摂取基準（2020年版）に基づく栄養素等表示基準値の改定は行わ

ない。 

 ただし、その論拠を報告書に明記するとともに、国民の食品によるビ

タミンＤの摂取状況等を把握した上で、慎重に改定要否を検討する。 

 

 鉄 

食事摂取基準（2020 年版）及び最新の人口推計値を用いて、鉄の栄養素等表

示基準値の暫定値を算出したところ、6.9 ㎎であった。現行の栄養素等表示基

準値は 6.8㎎であり、大きな変動はなかった。 

しかし、「２‐３‐２ 各種栄養素の国際比較」に記したとおり、現行の栄

養素等表示基準値は、男性及び月経なしの女性の食事摂取基準（2015 年版）を

基に算出している。他方、諸外国では、月経ありの女性を含めた男女の値を採

用している。そのため、我が国の値は、諸外国に比べて低値となっている。 

食事摂取基準（2015 年版）に基づく検討の際に実施された食品表示基準（案）

についてのパブリックコメント（平成 27（2015）年３月 20 日）においても同

様の意見が寄せられ、消費者庁の考え方として下記のとおり回答している。 

 

 以下の理由から、鉄の栄養素等表示基準値の算定には月経なしの女性

の値を用いるべきと考えます。 

 月経ありの女性の推奨量（10.5mg）は、月経なしの女性（6.0～

6.5mg）や男性の推奨量（7.0～7.5mg）と比べて大きく離れている

こと 

 仮に 18～49歳女性について「月経あり」の推奨量を採用しても、

加重平均値は 7.8mgであり、月経ありの女性にとっては有用な値

にならないこと 

 なお、この値に加えて月経ありの値を記載したい場合は、例えば以下

の例のように、その旨が分かるように表示するよう通知等で規定した

いと考えております。 

 例）鉄 3.4mg（栄養素等表示基準値の 50％、月経ありの成人女性

の推奨量に占める割合は 32％） 
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鉄に関して、今回の検討委員会においては、以下のような指摘があった。 

 

 諸外国に比べて栄養素等表示基準値が低値となっている点について、

何らかの情報発信をすることが望ましい。 

 食事摂取基準（2015年版）に基づく検討時のパブリックコメントにお

ける回答が現実的な方策として良いと考えられる。 

 栄養素等表示基準値に占める割合に関する記述と、月経ありの女性に

対する補足事項は分けて記述してもよいため、より分かりやすい例示

を行うことが望ましい。 

 例）鉄 3.4mg（栄養素等表示基準値の 50％。なお、月経ありの成

人女性の推奨量に占める割合は 32％） 

 

こうした意見を踏まえて、以下のとおり対応することとされた。 

 

 過去のパブリックコメントに対する考え方のとおり、「月経あり」の

推奨量を採用しても、いずれの対象者にとっても有用な値とならない

ため、現行のままとする。 

 

 

２‐４‐５ その他 

n-３系脂肪酸 

「２‐３‐２ 各種栄養素の国際比較」に記したとおり、諸外国での設定例

は少ないが、我が国は n-３系脂肪酸について栄養素等表示基準値を設定してい

るのはなぜかという問いが委員からあった。 

これは、食事摂取基準（2015年版）に基づき栄養素等表示基準値の設定に係

る検討を行った際に、食事摂取基準に基準が示されている栄養素のうち、当時

栄養素等表示基準値が未設定であった栄養素についても、策定方針に基づき栄

養素等表示基準値を設定するとしたためである。 
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２‐４‐６ 栄養素等表示基準値の改定の要否 

上記の検討を行った結果、栄養素等表示基準値は食事摂取基準（2020年版）

に基づく改定は行わないこととされた。検討を踏まえた結果を表２‐４‐４に

示す。 

 
表２‐４‐４ 検討後の栄養素等表示基準値 

栄養成分及び

熱量 単位※1 値 算出の指標 栄養成分及び

熱量 単位 値 算出の指標 

たんぱく質 g 81 平均摂取量 モリブデン μg 25 RDA 

脂質 g 62 平均摂取量 ヨウ素 μg 130 RDA 

飽和脂肪酸 g 16 DG リン mg 900 AI 

n-３系脂肪酸 g 2.0 AI ナイアシン mg 13 RDA 

n-６系脂肪酸 g 9.0 AI パントテン酸 mg 4.8 AI 

炭水化物 g 320 DG（57.5%E※

２） ビオチン μg 50 AI 

食物繊維 g 19 DG ビタミンＡ μg 770 RDA 

亜鉛 mg 8.8 RDA ビタミンＢ１ mg 1.2 RDA 

カリウム mg 2,800 DG ビタミンＢ２ mg 1.4 RDA 

カルシウム mg 680 RDA ビタミンＢ６ mg 1.3 RDA 

クロム μg 10 AI ビタミンＢ12 μg 2.4 RDA 

セレン μg 28 RDA ビタミンＣ mg 100 RDA 

鉄 mg 6.8 RDA ビタミンＤ μg 5.5 AI 

銅 mg 0.9 RDA ビタミンＥ mg 6.3 AI 

ナトリウム mg 2,900 DG ビタミンＫ μg 150 AI 

マグネシウム mg 320 RDA 葉酸 μg 240 RDA 

マンガン mg 3.8 AI 熱量 kcal 2,200 EER 
EER：推定エネルギー必要量（estimated energy requirement） 
RDA：推奨量（recommended dietary allowance） 
DG：目標量（tentative dietary goal for preventing life-style related diseases） 
AI：目安量（adequate intake） 
※１ 単位は「１日当たり」 
※２ エネルギー比率（％エネルギー） 
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２‐４‐７ 検討項目以外の指摘事項 

 

 栄養素等表示基準値の改定年次の表記 

食品表示基準において、栄養機能食品には、「１日当たりの摂取目安量に含

まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占

める割合」を明記することとしている。 

しかし、最新の値を参照しているかどうか一見して判断することができない

事例も散見され、事業者がどの時点の栄養素等表示基準値を参照し、表示して

いるか判読できない。 

一方、日本食品標準成分表では、「日本食品標準成分表 2015 年版（七

訂）」、「日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補 2018 年」等の表記を行

い、改訂された年次が明確化されている。 

そのため、検討委員会において、栄養素等表示基準値の活用、食品表示全般に

ついて議論がなされ、以下のような指摘もあった。 

 

 事業者がどの時点の栄養素等表示基準値を参照して記載しているのか

明確化し、消費者にその情報を伝えるためにも、栄養素等表示基準値

の改定年次の表記が必要ではないか。 

 栄養素等表示基準値の改定が行われなかった場合であっても、検討の

結果、改定を行わない旨の判断がなされている。そのため、結果とし

て改定が行われない場合であっても参照すべき年次の表記を行うこと

が必要ではないか。 
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３. 栄養機能食品に含まれる栄養成分の量の下限値及び上限値並び

に栄養強調表示の基準値の改定に関する検討 

 

３‐１ 現行制度の概要 

 

３‐１‐１ 栄養機能食品 

 栄養機能食品とは 

栄養機能食品とは、食品表示基準において、「食生活において別表第 11の

第１欄に掲げる栄養成分（ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあ

っては、カリウムを除く。）の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄

養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品

（特別用途食品及び添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る。）をい

う。」と定義されており、特定保健用食品と異なり、事業者が任意で食品表示

基準に基づき表示を行うことができるものである。 

 

 対象となる栄養成分 

栄養機能食品に関しては、食品表示基準第７条及び第 21条において、栄養

成分の機能等が定められている。 

栄養機能を表示するための基準が定められている栄養成分は現在のところ、

表３‐１‐１のとおり、20種類（脂肪酸１種類、ミネラル６種類及びビタミン

13種類）である。 

 
表３‐１‐１ 栄養機能食品の対象成分 

 栄養成分 

脂肪酸（１種類） n-３系脂肪酸 

ミネラル（６種類） 亜鉛、カリウム※、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム 

ビタミン（13 種類） ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンＡ、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ６、Ｂ12、Ｃ、Ｄ、
Ｅ、Ｋ、葉酸 

※カリウムについては、正常な血圧を保つのに必要な栄養成分である一方、腎障害を有する場
合等には積極的摂取を避けるべきものである。錠剤、カプセル剤のほか、濃縮加工されてい
る粉末剤や液剤等については、カリウムの過剰摂取につながる可能性が否定できないことか
ら、これらの形状の加工食品に機能を表示することを認めないこととしている。 
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 栄養機能食品における栄養成分の機能等 

栄養機能食品の対象となる栄養成分、表示が可能な栄養成分の機能、下限値

及び上限値等を、表３‐１‐２に示す。 

 
表３‐１‐２ 栄養機能食品における栄養成分の機能等 

（食品表示基準別表第 11） 
 

栄養成分 下限値 栄養成分の機能 上限値 摂取をする上での注意事項 

n-３系脂肪酸 0.6g 
n-３系脂肪酸は、皮膚の健康維持

を助ける栄養素です。 
2.0g 

本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。一日の摂取目安

量を守ってください。 

亜鉛 2.64mg 

亜鉛は、味覚を正常に保つのに必

要な栄養素です。 

亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を

助ける栄養素です。 

亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に

関与して、健康の維持に役立つ栄

養素です。 

15mg 

本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。亜鉛の摂り過ぎ

は、銅の吸収を阻害するおそれが

ありますので、過剰摂取にならない

よう注意してください。一日の摂取

目安量を守ってください。乳幼児・

小児は本品の摂取を避けてくださ

い。 

カリウム 840mg 
カリウムは、正常な血圧を保つの

に必要な栄養素です。 
2,800mg 

本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。一日の摂取目安

量を守ってください。 

腎機能が低下している方は本品の

摂取を避けてください。 

カルシウム 204mg 
カルシウムは、骨や歯の形成に必

要な栄養素です。 
600mg 本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。一日の摂取目安

量を守ってください。 鉄 2.04mg 
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄

養素です。 
10mg 

銅 0.27mg 

銅は、赤血球の形成を助ける栄養

素です。 

銅は、多くの体内酵素の正常な働

きと骨の形成を助ける栄養素で

す。 

6.0mg 

本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。一日の摂取目安

量を守ってください。乳幼児・小児

は本品の摂取を避けてください。 

マグネシウム 96mg 

マグネシウムは、骨や歯の形成に

必要な栄養素です。 

マグネシウムは、多くの体内酵素

の正常な働きとエネルギー産生を

助けるとともに、血液循環を正常に

保つのに必要な栄養素です。 

300mg 

本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。多量に摂取すると

軟便（下痢）になることがあります。

一日の摂取目安量を守ってくださ

い。乳幼児・小児は本品の摂取を

避けてください。 
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表３‐１‐２ 栄養機能食品における栄養成分の機能等 
（食品表示基準別表第 11） ＜続き＞ 

栄養成分 下限値 栄養成分の機能 上限値 摂取をする上での注意事項 

ナイアシン 3.9mg 
ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康

維持を助ける栄養素です。 
60mg 

本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。一日の摂取目安

量を守ってください。 

パントテン酸 1.44mg 
パントテン酸は、皮膚や粘膜の健

康維持を助ける栄養素です。 
30mg 

ビオチン 15μg 
ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維

持を助ける栄養素です。 
500μg 

ビタミンＡ 231μg  

ビタミンＡは、夜間の視力の維持を

助ける栄養素です。 

ビタミンＡは、皮膚や粘膜の健康維

持を助ける栄養素です。 

600μg 

本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。一日の摂取目安

量を守ってください。 

妊娠３か月以内又は妊娠を希望す

る女性は過剰摂取にならないよう

注意してください。 

ビタミンＢ１ 0.36mg 

ビタミンＢ１は、炭水化物からのエネ

ルギー産生と皮膚や粘膜の健康維

持を助ける栄養素です。 

25mg 

本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。一日の摂取目安

量を守ってください。 

ビタミンＢ２ 0.42mg 
ビタミンＢ２は、皮膚や粘膜の健康

維持を助ける栄養素です。 
12mg 

ビタミンＢ６ 0.39mg 

ビタミンＢ６は、たんぱく質からのエ

ネルギーの産生と皮膚や粘膜の健

康維持を助ける栄養素です。 

10mg 

ビタミンＢ12 0.72μg 
ビタミンＢ12 は、赤血球の形成を助

ける栄養素です。 
60μg 

ビタミンＣ 30mg 

ビタミンＣは、皮膚や粘膜の健康維

持を助けるとともに、抗酸化作用を

持つ栄養素です。 

1,000mg 

ビタミンＤ 1.65μg  

ビタミンＤは、腸管でのカルシウム

の吸収を促進し、骨の形成を助け

る栄養素です。 

5.0μg   

ビタミンＥ 1.89mg 

ビタミンＥは、抗酸化作用により、

体内の脂質を酸化から守り、細胞

の健康維持を助ける栄養素です。 

150mg 

ビタミンＫ 45μg 
ビタミン K は、正常な血液凝固能を

維持する栄養素です。 
150μg 

本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。一日の摂取目安

量を守ってください。 

血液凝固阻止薬を服用している方

は本品の摂取を避けてください。 

葉酸 72μg 

葉酸は、赤血球の形成を助ける栄

養素です。 

葉酸は、胎児の正常な発育に寄与

する栄養素です。 

200μg 

本品は、多量摂取により疾病が治

癒したり、より健康が増進するもの

ではありません。一日の摂取目安

量を守ってください。 

葉酸は、胎児の正常な発育に寄与

する栄養素ですが、多量摂取によ

り胎児の発育がよくなるものではあ

りません。 
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 機能に関する表示を行っている栄養成分量の下限値及び上限値の設定

根拠 

栄養機能食品として販売するためには、１日当たりの摂取目安量に含まれる

当該栄養成分の量が食品表示基準別表第 11 に掲げられた下限値及び上限値の

範囲内にある必要がある。 

栄養機能食品に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分量の下限値

及び上限値の設定の考え方は、表３‐１‐３のとおり。 

 
表３‐１‐３ 栄養機能食品に含まれる栄養成分量の下限値及び上限値 

項目 設定根拠 

下限値  栄養素等表示基準値の 30％ 

上限値  ①又は②と、医薬部外品１日最大分量 12 を比較して、低い方の値 

① 健康障害非発現量（NOAEL）から日本人の平均的な摂取量を差し引いた

もの 

② 耐容上限量（UL）から日本人の平均的な摂取量を差し引いたもの 

 NOAEL、UL、医薬部外品１日最大分量が設定されていない成分は、栄養素等

表示基準値 
※栄養機能食品は身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給
（一義的には不足のリスク回避）を目的として栄養成分の機能の表示をするもの 

※国が定める上限値である以上、安全性の確保が特に重要である。UL が設定され
ていない場合のほとんどは関連の科学的根拠が不十分なためであり、どれだけ摂
取しても安全ということではない 

※この点を踏まえると、不足のリスク回避と安全性の確保が両立し得る基準とし
て、栄養素等表示基準値（ほとんどの人が不足しない量）を上限値とすることが
適当 

 
 

  

                         
12 新指定医薬部外品の製造販売承認基準の一部改正について（平成 29 年３月 28 日、薬生発 0328 第 10 号） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0328_10.pdf 
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 食品の容器包装の表示 

栄養機能食品には、「１日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う

栄養成分の量の栄養素等表示基準値に占める割合」を表示することが義務付け

られている。 

当該栄養成分の栄養素等表示基準値が改定された場合は、機能を表示する栄

養成分の下限値及び一部の上限値も改定されるため、一部の食品関連事業者は

製品中の栄養成分の含有量の変更や、製品パッケージの表示の改定が必要とな

ることが想定される。 

栄養機能食品における表示事項を図３‐１‐１に示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３‐１‐１ 栄養機能食品の表示事項 
 

  

≪パッケージ表示例≫ 

商品名：●▲ 栄養機能食品（ビタミン C） 

ビタミン C は、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用

を持つ栄養素です。 

「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」 

名称：○〇〇〇 

原材料名：・・・、・・・、・・・/・・・、・・・  

賞味期限：枠外○○に記載 

内容量：○○g 

製造者：△△株式会社  

栄養成分表示（１本当たり） 

エネルギー○kcal、たんぱく質○g、脂質○g、炭水化物○g、 

食塩相当量○g、ビタミンＣ○mg 

一日当たりの摂取目安量：１本 

摂取の方法：１日当たり１本を目安にお召し上がりください。  

摂取する上での注意事項 

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進する 

ものではありません。１日の摂取目安量を守ってください。 

１日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量

の栄養素等表示基準値に占める割合（18 歳以上、基準熱量 2200kcal）：

ビタミンＣ □％ 

調理又は保存の方法：保存は高温多湿を避け、開封後はキャップを 

               しっかり閉めて早めにお召し上がり下さい。 

（特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては当該注意事

項） 

 本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を

受けたものではありません。 

※赤字は栄養機能食品として特に定められている義務表示事項 
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３‐１‐２ 栄養強調表示 

栄養強調表示は、食品表示基準第７条及び第 21 条において、その欠乏や過

剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている栄養成分について、補給

や適切な摂取ができる旨の表示をする際の基準が定められている。栄養強調表

示には、「栄養成分の補給ができる旨の表示」、「栄養成分及び熱量の適切な

摂取ができる旨の表示」等がある。 

原則としてコーデックスの栄養及び健康強調表示の使用に関するガイドライ

ン（CXG23-1997）に準じている。 

 

（１）栄養強調表示の概要 

栄養強調表示の枠組み及び規定を、図３‐１‐２及び表３‐１‐４に示す。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３‐１‐２ 栄養強調表示の枠組み 
 

「栄養成分の補給ができる旨の表示」のうち、「含む旨」、「高い旨」及び

「強化された旨」の表示については、栄養素等表示基準値を基準として用いて

いる。 

「含む旨」の表示をする場合の栄養強調表示の基準値は、 

 

 たんぱく質：100g（ml）当たり栄養素等表示基準値の 10％（５％） 

又は 100kcal当たり栄養素等表示基準値の５％ 

 ビタミン、ミネラル：100g（ml）当たり栄養素等表示基準値の 15％ 

（7.5％）又は 100kcal当たり栄養素等表示基準値の５％ 

 食物繊維：100g当たり３ｇ又は 100kcal当たり 1.5ｇ 

 

である。 

栄養強調表示 

補給ができる旨の表示 

適切な摂取ができる旨の表示 

添加していない旨の表示 

国民の栄養摂取の状況からみて、その欠乏が 

国民の健康の保持増進に影響を与えるもの 

（食品表示基準第７条、第 21 条） 

国民の栄養摂取の状況からみて、その過剰な摂取が 

国民の健康の保持増進に影響を与えるもの 

（食品表示基準第７条、第 21 条） 

国民の栄養摂取の状況からみて、その過剰な摂取が 

国民の健康の保持増進に影響を与えるもの 

（食品表示基準第７条） 



 

－ 30 － 

「高い旨」の表示をする場合の栄養強調表示の基準値は、「含む旨」の２倍、

としている。 

また、「強化された旨」の表示をする場合の絶対差による栄養強調表示の基

準値は、たんぱく質及び食物繊維については「含む旨」の栄養強調表示の基準

値以上、その他については栄養素等表示基準値の 10％以上としている。 

 
 

表３‐１‐４ 栄養成分の補給ができる旨の規定 

 高い旨 含む旨 強化された旨 

栄養成分の補
給ができる旨
の基準値 

食品表示基準別表
第 12 第２欄に掲げ
る基準値以上 

食品表示基準別表第
12 第３欄に掲げる基
準値以上 

 比較対象食品との絶対差が食品
表示基準別表第 12 第４欄に掲
げる基準値以上 

 25％以上の相対差 
  （たんぱく質及び食物繊維のみ） 

栄養成分の補
給ができる旨
の基準値があ
る栄養成分 

たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、 
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンＡ、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ６、Ｂ12、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｋ 
及び葉酸 

表現例  高○○、○○
豊富、○○多 

 その他上記に
類する表示 

 ○○源、○○供
給、○○含有、
○○入り、○○
使用、○○添加 

 その他上記に類
する表示 

 ○○30％アップ 
 ○○２倍 
 その他、他の食品と比べて栄養

成分の量が強化された旨の表示 
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（２）栄養強調表示の基準値（食品表示基準別表第 12） 

表３‐１‐５に栄養強調表示（高い旨、含む旨、強化された旨）の基準値を

示す。 

 
表３‐１‐５ 栄養強調表示（高い旨、含む旨、強化された旨）の基準値 

（食品表示基準別表第 12） 
 

栄養成分 

高い旨の表示の基準値 含む旨の表示の基準値 
強化された旨の
表示の基準値 

食品 100g 
当たり 

100kcal 
当たり 

食品 100g 
当たり 

100kcal  
当たり 

食品 100g 当たり 

たんぱく質 
16.2 g 
（8.1 g） 

8.1 g 
8.1 g 

（4.1 g） 
4.1 g 

8.1 g 
（4.1 g） 

食物繊維 
６ g 

（３ g） 
３ g 

３ g 
（1.5 g） 

1.5 g  
３ g 

（1.5 g） 

亜鉛 
2.64 mg 

（1.32 mg） 
0.88 mg 

1.32 mg 
（0.66 mg） 

0.44 mg 
0.88 mg 

（0.88 mg） 

カリウム 
840 mg 

（420 mg） 
280 mg 

420 mg 
（210 mg） 

140 mg 
280 mg 

（280 mg） 

カルシウム 
204 mg 

（102 mg） 
68 mg 

102 mg 
（51 mg） 

34 mg 
68 mg 

（68 mg） 

鉄 
2.04 mg 

（1.02 mg） 
0.68 mg 

1.02 mg 
（0.51 mg） 

0.34 mg 
0.68 mg 

（0.68 mg） 

銅 
0.27 mg 

（0.14 mg） 
0.09 mg 

0.14 mg 
（0.07 mg） 

0.05 mg 
0.09 mg 

（0.09 mg） 

マグネシウム 
96 mg 

（48 mg） 
32 mg 

48 mg 
（24 mg） 

16 mg 
32 mg 

（32 mg） 

ナイアシン 
3.9 mg 

（1.95 mg） 
1.3 mg 

1.95 mg 
（0.98 mg） 

0.65 mg 
1.3 mg 

（1.3 mg） 

パントテン酸 
1.44 mg 

（0.72 mg） 
0.48 mg 

0.72 mg 
（0.36 mg） 

0.24 mg 
0.48 mg 

（0.48 mg） 

ビオチン 
15 μg 

（7.5 μg） 
５ μg 

7.5 μg 
（3.8 μg） 

2.5 μg 
５ μg 

（５ μg） 

ビタミンＡ 
231 μg 

（116 μg） 
77 μg 

116 μg 
（58 μg） 

39 μg 
77 μg 

（77 μg） 

ビタミンＢ１ 
0.36 mg 

（0.18 mg） 
0.12 mg 

0.18 mg 
（0.09 mg） 

0.06 mg 
0.12 mg 

（0.12 mg） 

ビタミンＢ２ 
0.42 mg 

（0.21 mg） 
0.14 mg 

0.21 mg 
（0.11 mg） 

0.07 mg 
0.14 mg 

（0.14 mg） 

ビタミンＢ６ 
0.39 mg 

（0.20 mg） 
0.13 mg 

0.20 mg 
（0.10 mg） 

0.07 mg 
0.13 mg 

（0.13 mg） 

ビタミンＢ12 
0.72 μg 

（0.36 μg） 
0.24 μg 

0.36 μg 
（0.18 μg） 

0.12 μg 
0.24 μg 

（0.24 μg） 
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栄養成分 

高い旨の表示の基準値 含む旨の表示の基準値 
強化された旨の
表示の基準値 

食品 100g 
当たり 

100kcal 
当たり 

食品 100g 
当たり 

100kcal  
当たり 

食品 100g 当たり 

ビタミンＣ 
30 mg 

（15 mg） 
10 mg 

15 mg 
（7.5 mg） 

５ mg 
10 mg 

（10 mg） 

ビタミンＤ 
1.65 μg 

（0.83 μg） 
0.55 μg 

0.83 μg 
（0.41 μg） 

0.28 μg 
0.55 μg 

（0.55 μg） 

ビタミンＥ 
1.89 mg 

（0.95 mg） 
0.63 mg 

0.95 mg 
（0.47 mg） 

0.32 mg 
0.63 mg 

（0.63 mg） 

ビタミンＫ 
45 μg 

（22.5 μg） 
30 μg 

22.5 μg 
（11.3 μg） 

7.5 μg 
15 μg 

（15 μg） 

葉 酸 
72 μg 

（36 μg） 
24 μg 

36 μg 
（18 μg） 

12 μg 
24 μg 

（24 μg） 

※（ ）内は、一般に飲用に供する液状の食品 100ｍｌ当たりの場合 
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３‐２ 検討委員会での議論 

 

 栄養機能食品に含まれる栄養成分量の改定の要否 

栄養素等表示基準値の改定は行わないこととされたため、栄養機能食品に含

まれる栄養成分量の下限値及び上限値並びに栄養強調表示の基準値の改定につ

いても、行わないこととされた。 

 

 葉酸 

食事摂取基準（2020年版）及び最新の人口推計値を用いて、葉酸の栄養素等

表示基準値の暫定値を算出したところ、240μgであった。現行の値も 240μg

であり、変動はみられなかった。コーデックスは 400μg dietary folate 

equivalents (DFE)食品葉酸等量）であり、１μgDFE＝0.6μg folic acid（葉

酸）と換算できるため、我が国の葉酸の栄養素等表示基準値はコーデックスの

NRVと一致している。 

また、表３‐１‐２のとおり、栄養機能食品における葉酸の上限値は 200μg

となっている。他方、食事摂取基準（2020年版）では、「神経管閉鎖障害発症

の予防のために摂取が望まれる葉酸の量を、プテロイルモノグルタミン酸とし

て、400μg/日とした」とある。初期の妊婦は、胎児の神経管閉鎖障害の発症

予防として、400μgの葉酸を摂取することが推奨されている。そのため、事業

者からは、栄養機能食品の葉酸の含有量を 400μgとすることについての要望

がある。 

しかしながら、表３‐１‐３のとおり、栄養機能食品に含まれる栄養成分量

の上限値は、「①健康障害非発現量（NOAEL）から日本人の平均的な摂取量を

差し引いたもの、又は②耐容上限量（UL）から日本人の平均的な摂取量を差し

引いたもの」と医薬部外品１日最大分量を比較して、低い方の値とすることと

している。 

葉酸の ULは、食事摂取基準（2020年版）によると 900～1,000μg（18歳以

上男女）であり、推奨量の最大値 240μgを差し引くと 660～760μgとなる。

一方、葉酸の医薬部外品１日最大分量は 200μgであることから、栄養機能食

品に含まれる葉酸の上限値は、より低い方の値である 200μgとなる。 

 

そのため、以下のとおり対応することとされた。 

 

 葉酸及び他の栄養成分の過剰摂取のリスクも考えられることから、栄

養機能食品の上限値の考え方は、現行のままとする。 
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３‐３ その他委員からの指摘事項 

 

 n-３系脂肪酸 

前述のとおり、n—３系脂肪酸の栄養素等表示基準値については諸外国での設

定例が少ない。平成 26 年度の検討委員会で示された以下の４要件に基づき、

栄養機能食品の対象成分の追加が行われた。 

 

１. その欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生労働

省令で定める栄養素であって、食事摂取基準で基準（推奨量、目安量、目

標量）が策定されている。 

２. 公的統計により国民の平均的な摂取量が把握されている。 

３. 過剰摂取の懸念がない。 

４. 通常の食生活を補完する目的で摂取することにより、健康の維持・増進に

係る特定の栄養機能が期待できる。 

 

フローチャートを図３‐３‐１に示す。 

 

 
図３‐３‐１ 追加候補の成分・機能に係る具体的検討（平成 26（2014）年度資料） 
 

このフローチャートに基づき検討された結果、検討対象と判定され、最終的

に消費者委員会での議論を経て、栄養機能食品の対象成分に追加された。 
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n-３系脂肪酸に関して、検討委員会においては、以下のような指摘があった。 

 

 国際的なハーモナイゼーションや、当該食品の実態を踏まえ今後の課

題とする必要がある。 

 栄養素等表示基準値の設定及び栄養機能食品の対象成分等の検討のた

めのフローチャートの見直しを今後の課題とする必要がある。 

 

栄養機能食品の対象成分等の検討のためのフローチャート修正（案）として

は、「必須性を保証する機能」と「健康の維持・増進に係る特定の栄養機能」

とを分けて選別すべきとの指摘を踏まえ、図３‐３‐２のようなイメージが示

された。 

 

 

 
 図３‐３‐２ 栄養機能食品の対象成分等の検討のためのフローチャート修正（案） 

  

・食物繊維
・コレステロール
・糖類
・ナトリウム

・n-３系脂肪酸、ビタミンＫ、カリウム（腎疾患患者除く）

その欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして
厚生労働省令で定める必須栄養素であって、食事摂取基準で基準
（推奨量、目安量、目標量）が策定されているか。

公的統計により国民の平均的な摂取量が把握されているか。

通常の食生活を補完する目的で摂取することにより、健康の維持・
増進に係る特定の栄養機能が期待できるか。

万一、過剰摂取した場合でも、健康被害のリスクが高くないか。

・マンガン
・セレン
・クロム
・モリブデン

・リン*

* 加工食品に添加されて
いるリンの量が不明

はい

いいえ

検討対象

・ヨウ素

・カリウム（腎疾患患者）

・n-６系脂肪酸

対象外

食事摂取基準で定められている項目のうち、エネルギー産生栄養素バランスの指標が
示されている栄養成分（たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物）を除いたもの。



 

－ 36 － 

 栄養成分の機能の表示 

表３－１－２で示したように、栄養機能食品における栄養成分の機能の表示

については、食品表示基準別表第 11 第３欄に掲げる事項を表示することとし

ている。この食品表示基準別表第 11 第３欄の内容は、「栄養機能食品の表示

に関する基準」（平成 13 年厚生労働省告示第 97 号）において定められた文言

である。例えば、以下のように規定されている。 

 

 ビタミンＣは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用

を持つ栄養素です。 

 ビタミンＥは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞

の健康維持を助ける栄養素です。 

 

そのため、検討委員会において、以下のような指摘があった。 

 

 栄養機能食品の栄養成分の機能の表示内容は、「食事摂取基準」

（2020 年版）の前身の「栄養所要量」（2000 年版）等の考え方に基づ

き設定されており、食事摂取基準に記載された機能のエビデンスとか

い離が生じていることから、その旨を報告書に明記し、今後の課題と

すべき。 
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４. 委員からの指摘事項 

 

４‐１ 栄養素等表示基準値 

 

 活用、理解促進のための普及啓発 

栄養機能食品において、１日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行

う際、栄養成分の量の栄養素等表示基準値に占める割合を表示することが食品

表示基準で義務付けられている。 

また、「食品表示基準について」において、少なくとも、栄養成分の補給が

できる旨及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨を表示する栄養成分に

ついては、消費者の商品選択に資するため、栄養素等表示基準値に占める割合

を併せて表示することが望ましい、としている。 

一方、食品を選択、購入する側の消費者からの栄養素等表示基準値の認知度

は、栄養表示に関する消費者読み取り等調査事業調査結果報告書（平成 26 年

３月 20 日株式会社リビングプロシード（消費者庁委託事業））によると、

「理解している」者の割合は 39.4％と低かった。 

また、消費者庁による食品表示に関する消費者意向調査において、「あなた

は、食品の購入時など普段の食生活において、「栄養機能食品」のどの表示事

項を参考にしていますか。」という問いに対し、「機能を有する栄養成分が栄

養素等表示基準値に占める割合」は、平成 28 年度で 6.8％、平成 29 年度で

2.8％、平成 30年度で 4.3％であった。 

このことから、消費者に、栄養素表示基準値とは何か、どのように活用すべ

きか等の周知を含め、分かりやすい表示制度として運用していく必要がある。 

また、事業者においては、栄養素等表示基準値の活用を踏まえ、消費者に誤

認のない適切な表示をしていただくことが必要となる。 

今後、事業者に対する周知啓発と、消費者や消費者に対して情報提供を行う

地方公共団体等が栄養素等表示基準値を適切に活用できるような普及啓発を進

めていくことが求められる。 
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４‐２ 栄養機能食品制度 

 

 栄養機能食品についての利用実態の把握と普及啓発 

栄養機能食品は特定の栄養成分の補給を目的として摂取する者に対し、当該

栄養成分の機能の表示が事業者の責任においてできる制度であり、許可制であ

る特定保健用食品及び届出制である機能性表示食品と異なり、事業者が任意で

食品表示基準に基づき表示を行うことができるものである。 

消費者庁では、食品表示に関する消費者意向調査において、保健機能食品

（栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品）の認知や利用状況を把握

している。平成 30 年度調査においては、栄養機能食品の認知について「どの

ようなものか知っている」と回答した者は 16.6％、利用については「現在摂取

している」と回答した者は 12.2％となっている。 

今後は、事業者が適切な表示ができるような周知啓発が必要であるとともに、

消費者や地方公共団体等がより適切に活用できるような普及啓発が必要である。

また、ライフステージの特徴や、商品の特徴を踏まえた情報提供が求められ、

関係機関と連携し、栄養機能食品の利用実態の把握を通じて、適切な表示の運

用につなげていくことが求められる。 

 

 

 栄養機能食品における栄養成分の機能の表示の見直し 

栄養機能食品における栄養成分の機能の表示については、食品表示基準別表

第 11 第３欄に掲げる事項を表示することとしている。この内容は、「栄養機

能食品の表示に関する基準」において定められた文言を用いているが、策定か

ら約 20 年経過しており、各栄養成分についてのエビデンスが蓄積されてきた。

そのため、最新の科学的根拠を踏まえた栄養機能食品における表示内容への見

直しが求められる。 
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栄養素等表示基準値の改定に関する調査事業の概要 

 

１．背景と目的 

食品表示基準（平成 27年内閣府令第 10号）に規定される栄養素等表示基準

値は、厚生労働省策定の「日本人の食事摂取基準（以下「食事摂取基準」とい

う。）1（2015年版）」に示された栄養成分について、当該食事摂取基準を性

及び年齢階級ごとの人口により加重平均した値であり、食品に関する表示を行

う際に用いる基準値として設定されたものである。 

また、この値は、栄養機能食品の１日当たりの摂取目安量に含まれる機能に

関する表示を行っている栄養成分の量の下限値及び上限値の一部並びに栄養強

調表示の基準値の一部の設定の基礎となっている。 

今般、「食事摂取基準（2020年版）」が公表された 2ことから、栄養素等表

示基準値、栄養機能食品の１日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量の

下限値及び上限値並びに栄養強調表示の基準値の見直しを行うこととした。 

 

２．検討方法 

検討委員会を設置し、栄養素等表示基準値の策定方針を決定し、その方針に

より算出した暫定値に基づいて、検討を行った。 

 

３． 結果 

 栄養素等表示基準値の策定方針 

栄養素等表示基準値の策定方針については、平成 26年度の策定方針を踏襲

することとされた。本検討の策定方針は、表１のとおり。 

 
表１ 本検討の策定方針 

項目 方針 

データソース  摂取量の基準は、引き続き「食事摂取基準」を用いる 

→今回は、食事摂取基準（2020 年版）を用いる 

 参照人口は、国勢調査と人口推計（直近年次の 10 月 1 日）を比較して

より最新なものを用いる 

→今回は、人口推計（2018 年 10 月１日現在）を用いる 

対象年齢  算出及び適用対象は、18 歳以上の男女とする 

 表示の際、対象年齢（18 歳以上を基準にしている旨）及び基準熱量を

記載する 

算出の指標  算出指標は、原則として、目標量（DG）又は推奨量（RDA）とする（熱量

は推定エネルギー必要量（EER）） 

                         
1 日本人の食事摂取基準 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/syokuji_kijyun.ht

ml 
2 「日本人の食事摂取基準」策定検討会」の報告書を取りまとめました

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08415.html 
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項目 方針 

 DG 及び RDA 双方が定められている場合は、DG を優先する 

 DG 及び RDA が定められていない場合は、目安量（AI）を用いて算出す

る 

過剰摂取リス

クの確認方法 

 「推奨量（RDA）による栄養素等表示基準値の 100％値」＋「国民健康・

栄養調査の 99 パーセンタイル値」の和が耐容上限量（UL）を超過して

いないことを確認する 

 UL を超過した場合は、超過の要因の検証及び他の検証方法を検討す

る 

妊婦・授乳婦

の取扱い 

 算出時：妊婦、授乳婦のデータを除外することは困難であることから、対

象に含める 

 活用時：妊婦、授乳婦は DG ベースの栄養素等表示基準値のみ活用で

きるものとする 

値の丸め処理

方法 

 栄養素等表示基準値の数値の丸め処理に当たっては、有効数字の桁

数の設定は食事摂取基準に準ずる 

 

 

 栄養素等表示基準値 

食事摂取基準（2020 年版）の改定を踏まえ、前述の策定方針に従い、栄養素

等表示基準値の暫定値の算出を行った。 

検討委員会において、この暫定値と現行の栄養素等表示基準値との差異の大

きさ及びその要因、必要性、実行可能性、国際整合性等を踏まえて改定の要否

等について検討を行った。 

その結果、栄養素等表示基準値の改定は、行わないこととされた。検討を踏

まえた結果を表２に示す。 

 
表２ 検討後の栄養素等表示基準値※１ 

栄養成分及び

熱量 単位 値 算出の指標 栄養成分及び

熱量 単位 値 算出の指標 

たんぱく質 g 81 平均摂取量 モリブデン μg 25 RDA 

脂質 g 62 平均摂取量 ヨウ素 μg 130 RDA 

飽和脂肪酸 g 16 DG リン mg 900 AI 

n‐3 系脂肪酸 g 2.0 AI ナイアシン mg 13 RDA 

n‐6 系脂肪酸 g 9.0 AI パントテン酸 mg 4.8 AI 

炭水化物 g 320 DG（57.5%E※

２） ビオチン μg 50 AI 

食物繊維 g 19 DG ビタミン A μg 770 RDA 

亜鉛 mg 8.8 RDA ビタミン B1 mg 1.2 RDA 



 

－資料編 3 － 

栄養成分及び

熱量 単位 値 算出の指標 栄養成分及び

熱量 単位 値 算出の指標 

カリウム mg 2,800 DG ビタミン B2 mg 1.4 RDA 

カルシウム mg 680 RDA ビタミン B6 mg 1.3 RDA 

クロム μg 10 AI ビタミン B12 μg 2.4 RDA 

セレン μg 28 RDA ビタミン C mg 100 RDA 

鉄 mg 6.8 RDA ビタミン D μg 5.5 AI 

銅 mg 0.9 RDA ビタミン E mg 6.3 AI 

ナトリウム mg 2,900 DG ビタミン K μg 150 AI 

マグネシウム mg 320 RDA 葉酸 μg 240 RDA 

マンガン mg 3.8 AI 熱量 kcal 2,200 EER 
EER：推定エネルギー必要量（estimated energy requirement） 
RDA：推奨量（recommended dietary allowance） 
DG：目標量（tentative dietary goal for preventing life-style related diseases） 
AI：目安量（adequate intake） 
※１ 単位は「１日当たり」 
※２ エネルギー比率（％エネルギー） 

 

 

なお、ビタミンＤの目安量においては、食事摂取基準（2015 年版）では、

5.5μg/日であったものが、食事摂取基準（2020 年版）では、8.5μg/日に改定

された。表１の方法にて栄養素等表示基準値の暫定値を算出したところ、

8.5μg/日となり、現行の栄養素等表示基準値である 5.5μg/日を大きく上回る

試算結果となった。検討委員会ではビタミンＤは日光照射によって皮膚におい

て産生される唯一の栄養素であり、その産生量は緯度や季節による影響を大き

く受ける。このことを考慮すると、個人を取り巻く環境や生活習慣によって変

動が大きいこと、国民の摂取状況等の情報が少なく、過剰摂取のリスクが存在

すること等が課題として挙げられた。 

以上より、今回の検討では、ビタミンＤの栄養素等表示基準値の改定は行わ

ず、国民の食品によるビタミンＤの摂取状況等を把握した上で、慎重に改定要

否を検討することとされた。 

 
 

 栄養機能食品に含まれる栄養成分量の下限値及び上限値並びに栄養強

調表示の基準値の改定に関する検討 

 

前述のとおり、栄養素等表示基準値の改定は行わないこととされたため、栄

養機能食品に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分量の下限値及び

上限値並びに栄養強調表示の基準値の改定についても、行わないこととされた。 
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